
野
上
陳
令
（
国
佐
一
七
七
四
〜
一
八
四
六)

は
九
代
藩

主
佐
竹
義
和
の
藩
政
改
革
下
で
頭
角
を
現
し
た
改
革
派

官
僚
で
す
。
そ
の
日
記
が
当
館
に
は
多
数
残
さ
れ
て
お

り
、
奉
行
職
を
中
心
と
し
た
藩
政
に
関
わ
る
も
の
や
藩

校
明
徳
館
に
お
け
る
教
学
関
係
な
ど
、
当
時
を
知
る
手

掛
か
り
が
豊
富
で
す
。
一
つ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
過
去

の
出
来
事
が
現
在
に
伝
わ
る
だ
け
で
も
刺
激
的
で
す
が
、

複
数
の
資
料
を
用
い
て
そ
の
事
実
が
二
重
三
重
に
色
合

い
を
深
め
て
い
く
過
程
は
歴
史
に
興
味
を
持
つ
も
の
に

と
っ
て
は
楽
し
い
も
の
で
す
。「
御
国
目
付
下
向
之
節
指

出
候
御
城
下
絵
図
」(

県
Ｃ-

一
七
九
）
は
文
政
期
に
幕

府
に
提
出
し
た
絵
図
の
控
で
す
が
、
そ
の
城
周
辺
に
は

当
時
の
藩
士
の
居
住
地
が
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
改

革
派
官
僚
と
さ
れ
た
藩
校
出
身
者
で
あ
る
介
川
東
馬
・

金
易
右
衛
門
の
名
も
野
上
陳
令
と
共
に
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
野
上
陳
令
（
東
蔵
と
も
称
す
）
宅
は
中

心
地
を
離
れ
た
場
所
に
あ
り
、
ま
た
藩
の
職
員
録(

文
化

期)

に
当
た
る
「
久
保
田
分
限
帳
」
（
混
二
五-

一
〇
六
）

か
ら
は
給
与
が
米
高
に
し
て
五
十
石
に
も
満
た
な
い
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
自
宅
位
置
や
給
与
か
ら
も
《
実
力
》

の
み
で
藩
政
の
中
核
に
食
い
込
ん
だ
人
物
だ
と
想
像
で

き
ま
す
。
な
お
、
こ
の
絵
図
は
秋
田
市
が
提
供
す
る
「
あ

き
た
お
さ
ん
ぽ
マ
ッ
プ
」
の
ア
プ
リ
で
現
在
の
秋
田
駅

西
口
周
辺
の
地
図
と
重
ね
合
わ
せ
て
活
用
で
き
ま
す
。

時
代
を
ま
た
ぐ
地
図
の
重
な
り
は
想
像
力
を
掻
き
立
て

ま
す(

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
参
照)

の
で
お
試
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
「
能
代
方
御
用
留
」(
混
架
二
五-

二
七)

は
野

上
陳
令
の
能
代
奉
行
副
役
（
補
佐
役
）
か
ら
奉
行
と
し

て
の
日
記
で
す
が
、
そ
の
中
に
文
化
十
二
年
の
記
事
と

し
て
、
幕
府
勘
定
奉
行
か
ら
届
い
た
文
書
が
引
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
詳
細
は
省
き
ま
す
が
、
能
代
か
ら
函
館(

当

〈
四
拾
九
石
七
斗
七
升
弐
合

野
上
藤
蔵
（
東
蔵
）
〉

時
は
箱
館)

の
茶
屋
へ
酌
取
女
と
し
て
、
同
じ
く
能
代
出

身
の
「
紋
次
郎
」
の
世
話
で
奉
公
に
出
た
「
志
け
（
し

げ
）
」
と
い
う
十
四
歳
の
少
女
が
着
い
て
間
も
な
い
内
に

起
こ
し
た
、
市
中
へ
の
放
火
事
件
に
つ
い
て
の
人
物
照

会
で
す
。
当
時
の
函
館
は
松
前
奉
行
の
管
理
下
に
あ
り
、

幕

府

直

轄

で

あ

っ

た

た

め

重

大

な

事

件

に

つ

い

て

は

奉

行

が

老

中

に

判

断

を

仰

ぎ

ま

し

た

。

そ
の
よ
う
な
事
件
の
裁
決
を
幕
府
が
ま
と
め
、
判
例
集

と
し
て
分
類
し
た
も
の
が
『
御
仕
置
例
類
集
』
で
す
。

江
戸
幕
府
滅
亡
時
に
寺
社
奉
行
か
ら
明
治
政
府
に
引
き

渡
さ
れ
、
現
在
は
国
立
国
会
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
資
料
に
あ
る
能
代
生
ま
れ
の
少
女
を
取
巻

く
環
境
、
当
時
の
社
会
情
勢
な
ど
が
当
館
所
蔵
資
料
と

重
な
り
ま
す
。(

義
和
の
一
代
記
「
御
亀
鑑

江
府
七
十

九
」(

Ａ
Ｓ
二
八
九-

一
八-

七
九)

に
も
記
載
あ
り)

複
数
の
資
料
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
事
実
が
確
定
さ
れ

て
い
く
過
程
に
触
れ
る
こ
と
は
、
後
世
に
生
き
る
者
に

と
っ
て
は
当
時
の
人
々
の
生
き
様
を
身
近
に
、
ま
た
鮮

明
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
す
。

野
上
陳
令
が
残
し
た
大
量
の
日
記
は
、
ま
だ
刊
行
は

さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
当
館
閲
覧
室
で
写
真
本
を
自

由
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
古
文
書
か
ら
も
、
今
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
生

身
の
人
間
の
息
づ
か
い
や
人
間
模
様
を
感
じ
る
こ
と
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

【
高
田
環
樹
】

『能代方御用留』

古文書倶楽部 第99号 （2021年1月号）

【発行】

秋田県公文書館

2021. 1
第 99号

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
二
〇
二
一
年
は

廃
藩
置
県
か
ら
一
五
〇
周
年
の
年
に
な
り
ま
す
。

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

野
上
陳
令
日
記

～
複
数
の
資
料
で
事
実
を
確
認
す
る
面
白
さ
～

『御国目付下向之節指出候御城下絵図』

久保田城からは南に約2kmの距離にある
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元
和
元
年
（
一
六
一
六
）
三
月
、
前
年
に
大
坂
城
の

豊
臣
氏
を
滅
ぼ
し
て
後
顧
の
憂
い
を
絶
っ
た
徳
川
家
康

は
駿
府
城
で
危
篤
に
陥
り
ま
し
た
。
一
説
に
は
鯛
の
天

ぷ
ら
に
あ
た
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

佐
竹
義
宣
は
前
年
の
大
坂
の
陣
後
、
秋
田
に
在
城
し

て
お
り
、
二
月
一
八
日
に
秋
田
を
発
し
、
同
二
八
日
江

戸
に
至
り
、
そ
こ
で
家
康
の
不
例
の
話
を
聞
き
、
駿
府

へ
向
か
い
ま
す
。

三
月
五
日
、
駿
府
城
本
丸
へ
登
営
し
家
康
に
拝
謁
し

ま
し
た
。
こ
れ
が
家
康
と
の
最
後
の
対
面
と
な
り
ま
し

た
が
、
こ
の
時
の
家
康
の
言
葉
が
「
義
宣
家
譜
」
に
次

の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
去
々
年
大
坂
堤
に
於
て
自
身
手
を
砕
き
御
辛
労
、
今

に
御
礼
申
さ
ず
候
。
病
中
も
忘
れ
申
さ
ず
候
。
将
軍
江

も
委
く
申
渡
し
候
間
、
如
在
あ
る
ま
じ
く
候
。
又
去
年

も
遠
国
よ
り
急
ぎ
登
候
処
、
両
条
共
に
少
も
失
念
申
さ

ず
」実

は
こ
の
記
述
は
当
館
所
蔵
本
の
「
義
宣
家
譜
」
（
六

巻
本
）
に
は
な
く
、
東
大
史
料
編
纂
所
本
（
一
二
巻
本
、

写
）
を
元
に
し
た
『
佐
竹
家
譜
』
（
原
武
男
校
訂
、
東
洋

書
院
）
に
拠
り
ま
し
た
。
「
去
々
年
大
坂
堤
」
の
辛
労
と

は
、
大
坂
冬
の
陣
の
今
福
で
の
戦
闘
の
こ
と
で
す
。
こ

の
戦
い
で
渋
江
政
光
が
戦
死
し
ま
し
た
。
そ
の
箇
所
を

当
館
史
料
（
Ａ
Ｓ
二
八
八-

八-

四
「
義
宣
家
譜

四
」
）

か
ら
見
て
み
ま
す
。（
慶
長
一
九
年
一
一
月
二
六
日
条
）

「
朝
義
宣
渋
江
政
光
ヲ
シ
テ
今
（
福
出
張
ノ
）
敵
ヲ
追

払
ハ
シ
ム
（
中
略
）
義
宣
自
ラ
馬
ヲ
半
途
ニ
出
シ
テ
コ

レ
ヲ
指
揮
ス
（
中
略
）
未
ノ
刻
許
ニ
大
坂
城
兵
三
千
許

鉄
炮
ヲ
放
チ
鎗
ヲ
振
テ
衝
キ
出
ツ
、
其
威
ヒ
敵
ス
ヘ
カ

ラ
ス
足
軽
已
ニ
敗
北
ス
、
政
光
怒
テ
自
ラ
鎗
ヲ
衝
テ
衆

ヲ
励
シ
奮
ヒ
戦
フ
、
遂
ニ
鉄
（
炮
ニ
）
中
ツ
テ
死
ス
」

家
康
は
こ
の
功
を
「
病
中
も
忘
れ
ず
失
念
も
し
な
い
」

と
言
っ
た
の
で
し
た
。
義
宣
は
名
家
老
・
渋
江
政
光
の

死
に
よ
っ
て
家
康
へ
の
忠
誠
を
天
下
に
示
し
ま
し
た
。

家
康
と
最
後
の
対
面
を
し
た
後
、
三
月
一
七
日
に
暇

を
賜
い
、
家
老
の
梅
津
政
景
を
駿
府
に
残
し
、
義
宣
は

江
戸
に
戻
り
ま
し
た
。
四
月
二
日
に
「
大
相
国
不
例
危

急
」、
四
日
に
「
大
相
国
御
不
予
危
急
」
と
続
き
、
一
四

日
に
「
大
相
国
昨
日
薨
去
の
由
」
に
て
政
景
が
江
戸
に

帰
参
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
間
違
い
ら
し
く
、
一
九

日
の
記
事
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

「
大
相
国
去
十
七
日
午
刻
薨
去
、
大
明
神
と
謚
し
て
亥

刻
駿
河
国
久
能
の
御
城
中
に
御
宮
移
の
由
今
日
江
戸
に

告
ぐ
」

死
後
に
家
康
は
久
能
山
の
山
頂
に
葬
ら
れ
、
東
照
大

権
現
と
し
て
祀
ら
れ
て
神
と
な
り
ま
し
た
。
死
に
際
し

て
最
後
ま
で
懸
念
し
て
い
た
薩
摩
と
長
州
に
備
え
る
た

め
西
に
向
か
っ
て
埋
め
る
よ
う
指
示
し
た
と
さ
れ
、
久

能
山
の
東
照
宮
は
現
在
も
階
段
を
何
百
段
も
登
っ
た
険

し
い
山
中
に
西
に
向
か
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
予
言
は
二
五
〇
年
後
に
見
事
に
的
中

し
、
東
海
道
を
下
っ
た
官
軍
が
駿
府
を
通
っ
て
江
戸
へ

向
か
い
ま
す
。
江
戸
を
明
け
渡
し
た
最
後
の
将
軍
・
徳

川
慶
喜
は
、
家
康
の
最
後
の
地
で
あ
っ
た
駿
府
で
過
ご

す
こ
と
と
な
り
、
新
た
に
徳
川
宗
家
の
当
主
と
な
っ
た

徳
川
亀
之
助(

家
達
）
が
駿
府
城
に
入
り
ま
し
た
。
駿
府

城
は
現
在
も
天
守
の
発
掘
作
業
が
続
い
て
お
り
、
三
世

代
に
わ
た
る
居
城
跡
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
駿
府
城
は
、

家
康
と
家
達
の
居
城
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
幕
開
け
と

幕
引
き
の
役
割
を
担
っ
た
の
で
し
た
。

家
康
の
死
の
直
前
に
江
戸
に
戻
っ
た
義
宣
は
、
一
七

年
後
の
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
一
月
二
五
日
江
戸

で
逝
去
し
ま
し
た
。
遺
骸
は
秋
田
に
運
ば
れ
天
徳
寺
で

政
景
が
一
人
勤
番
し
ま
し
た
。
そ
の
政
景
も
三
月
一
〇

日
に
わ
か
に
卒
し
ま
し
た
。
三
月
二
九
日
に
義
宣
の
葬

礼
が
行
わ
れ
、
そ
の
記
事
で
「
義
宣
家
譜
」
は
閉
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
家
康
の
死
に
際
し
駿
府
へ
赴

い
た
二
人
も
秋
田
藩
の
礎
を
築
い
た
後
、
同
じ
よ
う
に

こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
し
た
。

【
佐
藤

隆
】

東
照
大
権
現
、
駿
府
に
死
す

～
「
義
宣
家
譜
」
か
ら
～


